
資料２
盛岡広域都市計画地域地区（特別用途地区）の決定案について 

１ 都市計画決定の概要 

用途地域内において中心拠点地域コンセプトにふさわしい土地利用の増進を図るため、近隣

商業地域１３．０ｈａのうち、民間開発区域外（既存宅地）を除いた１２．８ｈａの区域を指

定する。 

また、特別用途地区名（案）は、「中心拠点商業地区」とする。 

なお、建築基準法の規定により、「特別用途地区内において、その地区の指定の目的のため

にする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を条例で定める」としていることか

ら、中心拠点地域コンセプトにふさわしくない用途の建築物の建築を制限するため、用途地

域（近隣商業地域）及び特別用途地区の指定と併せて「滝沢市特別用途地区建築制限条例」を

制定し、本条例の施行により建築基準法の用途制限の強化を図る予定である。 

２ 都市計画決定の案に対する意見書について 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規定により、都市計画を決定

するため、同法第１７条第１項の規定により、令和３年１２月１０日に告示し、都市計画の

決定案を２週間、公衆の縦覧に供した。  

なお、同法第１７条第２項の規定に基づく意見書の提出はなかった。  

３ 都市計画決定の経緯の概要 

日 程 決 定 手 続 き 備 考 

R3.8.25 滝沢市都市計画審議会（事前説明） 

R3.9.24 
～R3.10.22 

決定素案の縦覧及び公述申出受付 
縦覧者１名 
公述申出なし 

R3.10.15 決定素案の説明会 参加者３名 

R3.10.29 公聴会 
※公述申出がなかった
ため中止

R3.12.10 
～R3.12.24 

決定案の縦覧及び意見書の受付 
縦覧者なし 
意見書の提出なし 

R3.12.16 決定案の説明会 参加者 1 名 

R4.1.17 滝沢市都市計画審議会（本審議） 

R4.2（予定） 岩手県知事協議 

R4.3（予定） 都市計画決定告示 
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